
介 護 保 険 適 用 除 外 施 設 へ 入 所 さ れ る 方 へ

　各医療保険（国保・社保・健保組合・国保組合　等）に加入されている４０以上６５歳未満の

方（第２号被保険者）が介護保険の適用除外施設に入所し一定の要件（施設入所＋生活介護）を

満たす場合は、介護保険の被保険者ではなくなります。

　介護保険適用除外施設へ入所、または退所（要件の変更を含む）された場合は１４日以内に加

入している各医療保険者へ届出をしてください。

　

　　　　　　介護保険適用除外施設へ入所された場合・・・

　　　　　　○介護保険の被保険者ではなくなります

　　　　　　○介護保険料を納付する必要がなくなります

　　　　　　（４０歳から６５歳未満までの方は介護保険料が免除されます）

　　　　　　○介護保険サービスが利用できなくなります

○介護保険の適用除外となる要件
　　施設入所＋生活介護により入所された場合、介護保険料が免除されます

○介護保険適用除外施設への入退所等の届出

　　４０歳以上６５歳未満の方で適用除外施設に入所または退所（要件の変更含む）される場合

　は届出が必要となります。

　　会津若松市の国民健康保険へ加入されている方は会津若松市への届出が必要です。その他の

　医療保険加入者は加入している各医療保険者への届出が必要となりますので各医療保険者へお

　問合せください。

　【届出に必要なもの】

　①入所または退所（入所要件の変更含む）したことがわかる書類（在園証明書）

　②入所または退所（入所要件の変更含む）される方の本人確認できるもの（身体障害者手帳）

　③入所または退所（入所要件の変更含む）される方のマイナンバーがわかるもの　

　◎参考（国民健康保険に加入している場合）
　　　　国民健康保険税按分率（令和４年４月１日現在）

項　目 医療分
後期高齢者

支援金分

介護分

（40歳～64歳）
計算方法

①　所　得　割 ７．２％ ２．６％ ２．１％ 加入者の前年所得に応じ計算

②　均　等　割 ２０，６００円 ７，２００円 ８，２００円 加入者１人あたりの負担額

③　平　等　割 ２１，４００円 ６，８００円 ６，０００円 世帯ごとの負担額

※　ご不明な点がございましたら、会津若松市国保年金課までお問合せください。

【事務担当：会津若松市役所国保年金課　電話０２４２－３９－１２４９】

この部分が免除されます


